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Ⅰ．内 政

１．ハンガリー革命１１月４日の記念式典

（１）４日、１９５６年のハンガリー革命がソ連軍により鎮圧された日を回顧する式

典が行われた。マードル大統領、ジュルチャーニ首相及びシリ国会議長ら国家首脳、

及び国会政党の代表者らは、ブダペストのラーコシュケレストゥール新公共墓地にお

いて、１９５６年革命および自由闘争の犠牲者を回顧した。この式典は、１９５６年

１０月２３日に始まった革命がソ連軍により鎮圧され、カーダール書記長による労農

政権樹立が発表された１１月４日の４８周年として開催された。

式典では、マードル大統領とジュルチャーニ首相が、ナジ・イムレ元首相の墓碑に

花輪を手向けた。演説の中で、ジュルチャーニ首相は、ナジの墓碑に向かい 「イムレ、、

あなたが私の立場（首相）にいるならば何を為すか。言い争いに満ちたこの世界で、

どのようにすれば、民主主義と効率的な国家を実現できるのだろうか。まずは愛国者

となり、次に民主主義者となり、そしてその次に右派・左派となることが正しい順番

ではないのか」と問い掛けた。またジュルチャーニ首相は 「私は革命時に首相であっ、

たナジ・イムレ、そして彼の仲間の犠牲者に対して敬意を表する。１９５６年の勇気

ある愛国の英雄らは、より公正で自由な世界をあえて夢見た。彼らの行動は歴史の流

れを変えた」と称えた。

（２）ハッラハ国会副議長（第１野党・ＦＩＤＥＳＺ－ハンガリー市民連盟）は、革

命家達は、当時の現実とはまるで正反対な、しかし現実的で実現可能なハンガリーの

理想を表現することを夢見ていた、と述べた。

（３）また、国会の冒頭の演説において、ダーヴィド民主フォーラム（第２野党・Ｍ

ＤＦ）党首は 「我々は、ハンガリーが再び独裁に陥らないよう、我々の仲間を、そし、

て国家を大事にしなくてはならない」と述べた。

２．最後の徴兵制による兵士の除隊

（１）２日、最後の徴兵制による採用者が任期を満了し除隊した。３日、英雄広場で

催された徴兵の終了を記念する式典においてジュルチャーニ首相とユハース国防相は、

徴兵による軍隊の最後の１０日間を象徴していたテープの最後の一片を切り取り、徴

兵制度による軍隊に終止符を打った。

（２）ジュルチャーニ首相は同式典において （イ）１８３１名の徴兵による兵士が軍、

を除隊した （ロ）最後の徴兵による兵士の除隊により１３６年の伝統に終止符が打た、

れた （ハ）ハンガリー軍は国土と市民の安全な日常生活を守ることができると証明し、

てきた （ニ）ハンガリーの安全は、我々の同盟軍やパートナーらと協力することによ、

り、必要であれば世界の裏側にでさえ速やかに展開できる軍隊によって守られている、

（ホ）ハンガリーは、国際的な軍事作戦に参加する形で、約１０００名の兵士を継続

的に国外に駐留させるよう備えなければならない、と付け加えた。



３．徴兵制廃止の憲法・国防法改正案の可決

８日、国会は、徴兵制を廃止するための憲法および国防法等の改正案を、必要とさ

れた３分の２以上の賛成をもって可決した。憲法の改正により、徴兵制の復活は、国

家の安全が脅かされる場合にのみ、１８歳から４０歳までの男性に対して義務付ける

ことが可能となった。それぞれの採決結果は、憲法改正案は賛成３３５票、反対７票、

棄権４票、国防法および軍隊法改正案は賛成３３８票、反対５票、棄権３票で可決さ

れた。本件採決においては、ＦＩＤＥＳＺがその以前の立場を翻し与党とともに改正

に賛成した。ＦＩＤＥＳＺは１０月２５日、国防法の改正案に反対票を投じ同改正案

を否決に導いた。一方で、ＦＩＤＥＳＺは、イラク派遣ハンガリー部隊の期限延長に

対する反対の立場は変えていない。

ポコルニ・ＦＩＤＥＳＺ国会議員団副団長は、ＦＩＤＥＳＺが賛成に転じた理由と

して、与党側がＦＩＤＥＳＺに対して行っていた批判キャンペーンを終わらせるため

であったと述べたうえで、ＦＩＤＥＳＺは、常に徴兵制の廃止を希求していたと述べ

た。また、社会党（第１与党）は、ＦＩＤＥＳＺが賛成に転じたことを歓迎した。

４．国会議員補欠選挙の実施

（１）第一回投票（１４日）

１４日、ノーグラード県セーチェーニ市及びジュール・モション・ショプロン県シ

ョプロン市において実施された国会議員の補欠選挙の第一回投票は、有効となるため

に必要な５０％の投票率を下回ったため揃って無効が宣言された。今回の補欠選挙は、

ＦＩＤＥＳＺ所属の国会議員（小選挙区）の欧州議会議員への転出に伴うもの。

（イ）１０人が立候補したセーチェーニ市においては、投票率は２５．８４％であっ

た。第一回投票では、ナジ・アンドル（ＦＩＤＥＳＺ，キリスト教民主市民党）が全

投票の５０．１％を獲得し、ボレンスキ・エルヴィン（社会党，第２与党・自由民主

連盟）は２７．８％を獲得した。また、第三番目の得票者のガーシュパール・ジョー

ゾー（無所属）は１０．７％を獲得した。

（ロ）７人が立候補したショプロン市においては、第一回投票の投票率は３１．９

８％であった。フィルトゥル・マーチャーシュ（ＦＩＤＥＳＺ）が全投票の５３．

６％を獲得し、クラーニツ・ラースロー（社会党）が３４．４％、コーツァーン・ゾ

ルターン（自由民主連盟）が４．２％を獲得した。

（２）第二回投票（２８日）

２８日、上述の２小選挙区において国会議員の補欠選挙の第二回投票が実施された。

（イ）７人の候補によって争われていたセーチェーニ市では、第二回投票の投票率は

３０．４２％であり、選挙は有効となった。有効投票の６９．６％を獲得したナジ・

アンドル（ＦＩＤＥＳＺ，キリスト教民主市民党）が当選を果たした。次点のボレン

スキ・エルヴィン（社会党，自由民主連盟）は２４．４％の得票に止まった。

（ロ）一方、ショプロン市では、第二回投票においても投票率が２４．４％に止まり、

投票が有効となるために必要な２５％以上の投票率に満たなかったため無効となった。

ショプロン市の選挙区においては、クラーニツ・ラースロー（社会党）候補が５００

フォリントのＴＥＳＣＯの商品券を年金生活者らに配った旨の申し立てをＦＩＤＥＳ

Ｚが選挙管理委員会に行った後、同候補が立候補を辞退していた。同選挙区の補欠選

挙の再選挙は、来年に実施される。



Ⅱ．外 交

１．ショモジ外相の就任

２日、ショモジ・フェレンツ（ ）新外相は議会での就任式に臨SOMOGYI Ferenc
み、新外相に就任した。また、前任のコヴァーチ前外相は、税・関税問題担当の欧州

委員に任命された。

２．ジュルチャーニ首相とブッシュ米大統領との電話会談

（１）１１日午後、ジュルチャーニ首相はブッシュ米大統領に架電し、同大統領の再

選に対する祝辞を述べた。ジュルチャーニ首相はブッシュ大統領に対し、ハンガリー

と米国の二国間関係の強化に対する同大統領の過去２年間の尽力に感謝すると伝えた。

（２）ジュルチャーニ首相は、両国の政治分野における良好な協力関係に基き、経

済・財政・投資・研究・開発・教育・科学・健康など、多様な分野における関係もよ

りダイナミックに発展させるというハンガリーの意思をブッシュ大統領に対し確約し

た。ジュルチャーニ首相はまた、イラクにおけるハンガリーの軍事的関与の将来に関

して、ハンガリー政府の立場及び国会での議論の現状についてブッシュ大統領に説明

した。さらに、ジュルチャーニ首相はブッシュ大統領のハンガリー訪問を招請した。

３．イラク派遣ハンガリー輸送部隊の期限延長問題

（１）ジュルチャーニ首相は３日午後、英雄広場にて行われた、徴兵義務による兵役

に従事していた最後の兵士の除隊式における演説の中で、ハンガリーは、明年３月末

までにイラクに駐留する３００名の輸送部隊を撤退させる旨述べた。

（２ （イ）４日、ジュルチャーニ首相は記者会見において、明年３月末までの３ヶ月）

間の派遣期限延長について、国会で詳細に議論されることを望んでいるため、緊急動

議の提出は行わない旨述べた。

（ロ）ショモジ外相は、３日深夜のハンガリーテレビの番組「セルダ・エシュテ（水

曜の夜 」において、今回の発表のタイミングについては、現在の派遣期限となってい）

る１２月３１日が近づいていること、及びこのような決定によって米国大統領選挙の

キャンペーンに影響を与えないようにして欲しいとの米国の要請があったためである

と述べた。また、今次決定はハンガリーの主権的決定であった旨強調した。

（３ （イ）６日付各紙は、本件に関しジュルチャーニ首相が国会での早期の決定を望）

んでいる旨報じた。ジュルチャーニ首相は、８日に期限延長に関する政府案を議会に

提出し、１５日に採決を図る意向を示した。ジュルチャーニ首相は、延長に必要な国

会議員の３分の２の賛成を得られない場合、兵士は本年末まで任務を続けその後撤退

するが、部隊の撤退と装備の撤収には更に２か月程度を要する見込みである旨述べた。

（ロ）５日、ジュルチャーニ首相は、欧州理事会出席のため訪問したブリュッセルに

おいて、アラウィ・イラク暫定政権首相と会談し、会談後、ユハース国防相とともに

クリスマス前にイラクに訪れる旨表明した。同会談において、ジュルチャーニ首相は、

アラウィ首相に対し 「イラクでの１月の選挙は、民主主義に向けた進歩における重大、

な転機である。もし選挙前に部隊を撤退することになれば、それは民主主義の促進と



いうよりはむしろ、不安定化に貢献することになる」と述べた。

（ハ）６日、レーヴェースＦＩＤＥＳＺ報道官はＭＴＩに対し、同日、オルバーンＦ

ＩＤＥＳＺ党首（元首相）のところにブレア英首相より電話があり、期限を３か月間

延長する政府提案への支持を求めてきたが、オルバーン党首が「大多数のハンガリー

人は、ハンガリー部隊がイラクに留まり続けることに反対している」との理由よりこ

の依頼を拒否した旨述べた。

（４ （イ）１５日、国会は、３日にジュルチャーニ首相によって発表されたイラク駐）

留輸送部隊の派遣期限を２００５年３月末まで延長するとの政府与党の提案について

審議したが、同日夜に行われた採決の結果、賛成１９１、反対１５９となり、必要と

される３分の２以上の多数が得られなかったため、派遣期限延長提案は否決された。

（ロ）ジュルチャーニ首相は１５日夜、ハンガリーテレビに出演し、派遣期限延長法

案の否決に関し 「国会がハンガリー部隊を今年末までにイラクから撤退させる決定を、

下したことにより、我々は約束を果たせなくなり、また平和を創出することへの支援

もできなくなった」と述べた。また 「ハンガリーの同盟諸国は、政府が可能な限りの、

努力を行ったことを認識しているだろう」と述べた上で、野党は国家の名声以上に国

民からの人気取りの方に関心をもっていた、との見解を付け加えた。

（ハ）１５日、ユハース国防相は報道陣に対し、明年１月にイラクで実施される予定

の総選挙の支援に参加できないことは、ハンガリーにとって恥ずべきこととなるだろ

うと述べた。

（ニ）１５日夜、ハラースＦＩＤＥＳＺ国会議員団報道官はハンガリーテレビに出演

し、ハンガリー部隊は可能な支援は全て行ったのであるから、胸を張ってイラクから

帰国できる、と述べた。

（ホ）１５日夜、カルシャイＭＤＦ議員はハンガリーテレビに出演し、ＭＤＦが当初

からイラクへのハンガリー部隊の派遣に反対しており、またその撤退を繰り返し主張

していたことに触れ、ＭＤＦはハンガリー部隊の派遣期限延長の動議が国会で否決さ

れたことを勝利と考えていると述べた。

（５）２３日、ユハース国防相はハンガリーテレビに出演し、ジュルチャーニ首相が

１２月に、イラク・ヒッラーのハンガリー部隊の駐屯地を半日訪問する予定であると

述べた。ジュルチャーニ首相はまた、米国及びポーランドの現地作戦司令官、イラク

暫定政権関係者と会談する予定である。

（６）２４日、ラースロー政府報道官は記者団に対し、同日の閣議において、政府が

イラク派遣ハンガリー輸送部隊のイラクからの撤退のスケジュールを決定した旨述べ

た。ハンガリー部隊の任務は１２月１６日に終了し、１２月１７日より撤収及び移動

が開始される。ラースロー報道官はまた、３００名強の派遣部隊のうち２００－２２

０名はクリスマスまでに帰国が完了し、残りの兵士らは１２月３１日までにイラクを

離れる予定である旨述べた。

４．イラクにおけるＮＡＴＯ治安部隊訓練ミッションへの新たな部隊派遣の決定

（１）１６日、ジュルチャーニ首相はラジオのインタビューにおいて、ハンガリーは、

戦闘目的ではない訓練部隊をイラクに送ることについてＮＡＴＯと協議を始めた旨述



べた。ジュルチャーニ首相は、ＮＡＴＯはイラク人の平和維持部隊の訓練施設をイラ

クに設置予定であり、ここへイラク派遣中の３００名強の輸送部隊よりも少数の訓練

チームを送る可能性があると述べた。

（２）１７日付当地ヴィラーグ・ガズダシャーグ紙は、国防省高官の話として、ＮＡ

ＴＯの訓練施設の警備を支援するハンガリー部隊の派遣を政府に提案するかどうか検

討中であると報じた。

（３）２４日、ラースロー政府報道官は記者団に対し、ハンガリー輸送部隊の撤退の

後、ハンガリーは、イラクにおけるＮＡＴＯの（治安部隊訓練）ミッションに、警護

を担当する部隊を派遣すると述べた。閣議では、現在イラクに派遣中の輸送部隊の３

００名より少ない、１５０名程度の規模の部隊をＮＡＴＯの訓練ミッションに送るこ

とが決定された。

５．アラファト・パレスチナ暫定自治政府長官兼パレスチナ解放機構議長の逝去

１１日、ハンガリー首相府は、アラファト・パレスチナ暫定自治政府長官兼パレス

チナ解放機構議長の逝去に伴い、ジュルチャーニ首相の声明を発表した。

（イ）ハンガリー政府及びジュルチャーニ首相は、アラファト・パレスチナ暫定自治

政府長官のご逝去という痛手に接し、パレスチナの人々並びにアラファト夫人、そし

てご遺族の方々に対して、心からお悔やみ申し上げる。アラファト長官は、パレスチ

ナの人々の大義のためにその生涯を捧げた、２０世紀の中近東史において卓越した人

物であった。アラファト長官の人生は、パレスチナ人の自治権およびパレスチナ独立

国家の樹立のための数十年間にもわたる闘争と不可分に結びついていた。

（ロ）ハンガリー政府は、パレスチナ独立国家の樹立という、アラファト長官の歴史

的な悲願が遠くない将来に実現することを希望する。新たなパレスチナの指導者らが、

中近東における対立の解決、そしてイスラエル人とパレスチナ人との歴史上重要な和

解に目を向け 「ロードマップ」として知られる国際社会による努力に貢献することを、

希望する。ＥＵ加盟国としてのハンガリーは、その目標を実現させる過程に積極的に

協力する用意がある。

６．ウクライナ大統領選挙

（１）２３日、ポルガール外務省報道官は、１３人のハンガリー選挙監視団の報告を

引用しつつ、２１日に実施されたウクライナ大統領選挙の決選投票は民主的な基準を

満たさないものであり、ハンガリーとしては、投票に際する多くの不正行為及び高い

比率にのぼる不審票が見られたことは残念である旨の声明を発表した。同報道官は、

「ハンガリーは、ウクライナをＥＵに近づける努力を行っており、またウクライナと

の善隣関係の育成に関心を持っている。ハンガリーは、ウクライナにおいて欧州の民

主主義の理念を支配的にするため協力する用意がある」と述べた。

（２）また、ポルガール報道官は、２３日、ウドヴァルディ外相政治顧問がムシュ

カ・ウクライナ大使を招致し、ハンガリー外務省の見解を伝えた旨述べた。ウドヴァ

ルディ顧問はウクライナ大使に対し、決選投票の実施をめぐるＥＵの懸念を伝えた。

同顧問は、選挙結果が有権者の意思に従ったものであるかどうか疑わしいとするＯＳ

ＣＥの監視団による暫定報告書に言及するとともに、選挙過程と結果の検証に際し、

ウクライナ中央選挙委員会がＯＳＣＥに協力することへの期待を示した。



７．国境外ハンガリー系住民への二重国籍の付与を問う国民投票問題

（１）１２月５日に国境外ハンガリー系住民への二重国籍の付与を問う国民投票が行

われることに関し、オルバーンＦＩＤＥＳＺ党首が７日夜、二重国籍の導入に際して

は１フィレール（０．０１フォリント）たりとも費用を要しないと発言したことに対

し、９日、ジュルチャーニ首相は、オルバーン党首が事実を述べていないと批判した。

（２）１０日、ガール首相府事務次官は、各省庁による試算を合算したものとして、

国境外の８０万人のハンガリー系住民に国籍を付与した場合、毎年５３７０億フォリ

ントの費用がかかるとの推計を発表した。ガール事務次官は、この額は、全ての納税

者に対し年間１６万８０００フォリントの追加的な納税を賦課することが必要となる

額であると述べ 「この費用は、公的部門に大きな財政的ショックを与え、住宅や労働、

市場など幾つかの分野では、対応困難な状況を作るだろう」と述べた。また、同事務

次官は、政府が今後２週間の間に５０００万フォリントを投じ、国境外のハンガリー

系住民に国籍を付与した場合に起こる結果について、国民に周知を図るキャンペーン

を行うことを表明した。

（３）また、１０日付ネープサバッチャーグ紙は、９日、国境外のハンガリー系組織

の指導者らが二重国籍の付与に対して明確な賛意を示した旨報じた。

（イ）マルコー・ルーマニア・ハンガリー人民主連盟（ＲＭＤＳＺ）党首は、同党が

二重国籍の付与に反対するハンガリーの与党の立場に同意できないと述べた。

（ロ）また、スロヴァキアのデュライ・ハンガリー人同盟党代表は、本件国民投票に

ついて、政治的な大失敗でありかつ非常にリスクの高いものであるとしつつも、もは

や中止できるものではなく、ハンガリー国会は本件国民投票を成功させるべく努力を

行うべきである、と述べた。

（ハ）セルビア・ヴォイヴォディナ州のマイラート・ヴォイヴォディナ青年協議会代

表は、仮に二重国籍の付与が国民投票において否決された場合、ヴォイヴォディナの

ハンガリー系住民は絶望するだろうと述べた。マイラート代表は、移民が増えること

はないと思われる旨述べた。

（４）１１日、ヒッレル社会党党首は 「我々は国民投票で反対票を投じる」と述べた。、

ヒッレル党首は、国外ハンガリー人パスポートの発行、１０億フォリント規模の「出

身地基金」の設立、雇用創出と経済発展のための２００億フォリント規模のプロジェ

クトの実行などの形で、政府は国境外のハンガリー人に対しより多くを提供すること

を申し出ている、と述べた。

（５）１３日、オルバーンＦＩＤＥＳＺ党首は、国民投票の実施前に、国会議員は二

重国籍の意味を立法により特定すべきである、と述べ、そのような特定化のための法

案について与野党間で協議することを提案した。

（６）２０日、ジュルチャーニ首相は英タイムズ紙とのインタビューの中で、二重国

籍の問題に関し、国境外のハンガリー人に対する二重国籍の付与は、ハンガリーの社

会、そして国境外のハンガリー少数民族の生活を変容させるだろう、と述べた。また、

ジュルチャーニ首相は、この問題は現時点では解決方法の分からない、夥しい数の新

しい問題を引き起こすだろうと示唆した。



（７）２０日付ネープサバッチャーグ紙（社会党系）は、近隣諸国に居住するハンガ

リー系住民に対し、ハンガリーへの入国手続きの簡素化、特恵的な帰化、二重国籍の

付与などを行うことに対し、ＥＵが介入する可能性を示唆する記事を掲載した。

（イ）２００７年と予測されているハンガリーのシェンゲン・ゾーンへの参加が実現

した場合、現在、二国間協定に基づいて行われている、近隣諸国との間での査証免除

などの簡便な入国手続きは不可能となり、ＥＵに適合した査証が必要となる。

（ロ）かつて、ハンガリーは二国間協定に基づき、ルーマニアやウクライナとの間で

国境通行許可証を付与しハンガリーへの入国を可能としていたが、ＥＵの圧力により

この協定は無効となった。現在、ＥＵではこの問題を再度採り上げているが、いずれ

の国境通行許可も民族ではなく地域的な条件（国境からの距離）に対して適用されて

おり、また、許可された一つの国のみにしか滞在できず、滞在期間も最大９０日であ

る。滞在可能国の拡大には完全な国籍を付与することが必要となる。ＥＵ加盟時に合

意した条件の重大な変更に対して、ＥＵがどのように反応するかは不明である。大量

の帰化が行われた際には、そのプロセスにＥＵが介入し、ハンガリーのシェンゲン・

ゾーンへの参加が不可能となる可能性もある。

８．ジュルチャーニ首相のドイツ訪問

１日、ジュルチャーニ首相はドイツを公式訪問し、シュレーダー独首相とベルリン

で会談した。両首相は 「ハンガリーとドイツは良好な政治・経済関係を維持している、

ため、欧州の問題についてより詳細に議論した （シュレーダー首相 。両首相は、新欧」 ）

州委員会の承認問題、及びユーロ圏を束縛する安定成長協定に関して議論を行った。

安定成長協定についてジュルチャーニ首相は、同協定は、短期的にはまさしく安定

をもたらすが、長期的な成長を促進するとは必ずしも言えない、と述べた。また、シ

ュレーダー首相は、欧州憲法条約の早期の批准を求め、更に、２００７年から２０１

３年のＥＵ予算について、ＧＤＰの１％以上のＥＵ予算に対する拠出は行い難いとい

う独政府の立場は変わらないと言明し、今までの純受益国が （最大ＧＤＰの１．２、

７％の支出を行い）新規加盟国に対する連帯をまず示すべきであると強調した。

．ジュルチャーニ首相のスペイン訪問９

（１）２５日、ジュルチャーニ首相は、マドリッドにおいて、サパテロ・スペイン首

相と会談した。

（イ）ハンガリー人に対する雇用規制問題

両首相は、ＥＵ新規加盟国からの国民がある特定の形態の雇用に就くことに対して

スペインが設けている猶予期間を当初の７年から２年に短縮し、２００６年５月にハ

ンガリー人に対し労働市場を開放できるか調査する委員会を設立することで合意した。

（ロ）欧州統合

ジュルチャーニ首相は、ハンガリーとスペインは、更なるＥＵ拡大のスケジュール

について合意したと述べた。ジュルチャーニ首相は 「欧州委員会の提案に沿い、両国、

は、ブルガリアとルーマニアの２００７年１月からＥＵ加盟、クロアチアとの２００

５年中の交渉の開始を求める。両国はまた、ＥＵがトルコとの加盟交渉を開始すべき

であるとの見解を共有する」と述べた。

（２）また、２５日夕、ジュルチャーニ首相はホァン・カルロス一世国王に拝謁した。



ホァン・カルロス国王は、ジュルチャーニ首相に対し、スペインは、ＥＵ補助金の利

用にあたっての経験をハンガリーと共有する用意ができている、と述べた。

（３）２６日、ジュルチャーニ首相は、スペインの企業家らに対し、特に農業・観光

分野におけるハンガリーへの投資の機会について説明を行った。ジュルチャーニ首相

は 「ハンガリーはもはや、税の優遇措置や安価な労働力、民営化の機会などを用いて、

外国投資家を惹き付けようとは思わない。今は、競争力を持つ付加価値のあるオプシ

ョンを用いるのだ」と述べた。

（４）また２６日、ジュルチャーニ首相は欧州社会党の指導者らが出席するマドリッ

ドでの会合に出席した。

．その他の要人往来１０

●６～１４日、ロムニチ最高裁長官が訪日。町田顕最高裁長官と会談、また、名古屋

大学で講演。

●８～１０日、マードル大統領はドイツを訪問し、ケーラー・ドイツ大統領、シモニ

ス・シュレスヴィヒ－ホルシュタイン州首相らと会談。

●１３日、メシッチ・クロアチア大統領がハンガリー南西部ナジカニージャを訪問し、

マードル大統領と、両国における少数民族問題などについて会談。

●１９日、ジュルチャーニ首相はイギリスを訪問、ブレア英首相と財政見通しやＥＵ

拡大に関する諸問題などを議題として会談。また、イギリスの経済・金融官僚とのワ

ーキングランチにおける意見交換にも臨んだ。

●２５日、ミロノフ・ロシア連邦院（上院）議長がブダペストを訪問、マードル大統

領、シリ国会議長と会談。

●２５日、ラムペルト内相は、スロベニアのポルトロジュにおいて開催された中欧イ

ニシアティブ（ＣＥＩ）の首脳会議にジュルチャーニ首相の名代として出席。ＣＥＩ

と拡大ＥＵとの関係や、更なるＥＵ拡大の予定などについて議論。

●２６日、ショモジ外相はベルリンを訪問、ドイツ－ハンガリー・フォーラムの第１

４回年次会合に出席し、ウクライナ情勢、国連安保理改革等についてフィッシャー独

外相らと意見交換。

●２９日、ショモジ外相はアンカラを訪問し、ギュル・トルコ外相とトルコのＥＵ加

盟問題等について会談。

Ⅲ．経 済

１．ＩＴＤＨ新総裁の就任

（１）コーカ経済運輸大臣は、テルターク・アーダーム（ ）氏をハTERTAK Aadam
ンガリー投資貿易振興公社（ＩＴＤＨ）の総裁に指名した。テルターク氏は大手コン

サルタント企業である 社の前ハンガリー支社長であり、新総裁のErnest and Young
ポストには１１月８日に就任する。同氏は 「ＩＴＤＨは、投資家を誘致し、かつ投資、

家が投資目的を迅速に達成できるよう支援する代理人とならなければならない」とし、

また外国投資家は、情報と許認可の窓口一元化システム（すでに投資額５０００万ユ

ーロ以上の投資案件には適用されている）の創設を望んでいるとしている。



（２）２２日付ナピ・ガズダシャーグ紙の同新総裁インタビュー記事

、（イ）ジュルチャーニ首相からコーカ経済運輸大臣に向けられている期待に沿って

テルタークＩＴＤＨ新総裁は、世界におけるＩＴＤＨのプレゼンスを高めるとの目標

を掲げている。また、同総裁は、情報の流れを良くし、常にアップデートされたデー

タベースを有することをＩＴＤＨの優先事項としてあげている。

（ロ）テルターク総裁は、既にハンガリーに進出している投資家に対して積極的な姿

勢を示すとしている。そのため、ＩＴＤＨにアナリストで構成されるグループをつく

り、企業の動向と意志決定の方向性を世界的に把握し、また経済研究も行うこととし

ている。実際のところ、過去ハンガリーになされた投資総額の７０～７５％は、既に

進出した企業の再投資であり、従ってこうした積極姿勢を示すことは特に重要である

としている。

（ハ）同総裁は、許認可手続きはより簡素化されるべきであるとし、また補助金の支

払いはより効率的になされるべきとしている。ワンストップ・システム（投資窓口一

元化）に関しては、ＩＴＤＨは当該制度を運用するのみであり、かつその準備は整っ

ていることから、政府による必要な意志決定が待たれるところとしている。同総裁は、

ワンストップ・システムは投資家獲得競争に大変重要な要素であり、ハンガリーとし

ては、旧共産圏の国のみならず、アイルランドのように、ハンガリーでは数日・数週

間を要する手続きを１時間でこなすような国々も競合相手であることを自覚すべきで

あるとしている。

（ニ）ハンガリー企業に関しては、同総裁は、これらの企業は主として隣国に投資し

ており、ＩＴ企業のように付加価値の高い生産活動を行う企業だけが中国や米国等に

投資を行っていることを指摘した。加えて、同総裁は、ハンガリー企業による外国へ

の投資を促進することもＩＴＤＨの優先事項であるとした。ＩＴＤＨはハンガリーの

中小企業に対し、将来の投資活動の参考となるような多国籍企業の下請けとなること

を勧めている。

２．スマート・プログラム申請期限延長

（１）経済運輸省は、投資優遇措置の一つであるスマート・プログラムに寄せられる

多大な関心に鑑み、同プログラムの申請期限を延長することを決定した。生産活動に

伴う環境への有害な影響を低減するため、環境保護、廃棄物排出低減、省エネルギー

技術に対して、同プログラムは２００４～２００６年の間に３６億８５００万フォリ

ント（１申請者当たり最大１億フォリント）を支援する。同プログラムは今年初に導

入され、当初の申請期限は１０月３１日であったが、経済運輸省はこれを１２月１日

に延長した。また、経済運輸省は、今年の限度額である８億８０００万フォリントを

引き上げることも決定した。１０月３１日までに寄せられた申請にかかる需要総額は、

既にこの限度額を超えている。

（２）今年は、５８の申請のうち１０が却下又は取り下げられた。申請者の投資予定

額は１００億フォリントで、求められる補助金の額は３７億フォリントに達する。申

請の評価は現在進行中であり、経済運輸省は既に１１の補助対象者を発表し、これら

の者に対して８億６８００万フォリントを支払うことを決定している。

（５日付 ）３．欧州の外国直接投資トレンド ECONEWS

（１）コンサルタント会社である 社の報告書によれば、ハンガリErnest and Young



ーは今年上半期において、外国資本による新規投資という観点で周辺地域においては

首位であり、欧州全体でも第３位となっている

（２）ハンガリーへの は２００２年の２８億ドルから２００３年は２５億ドルFDI
へと減少したが、経済運輸省のガール次官によれば、ハンガリーはその比較的安価な

賃金、整備されたインフラ、地理的優位性、及び改善が続くビジネス環境により、外

国投資家にとって依然魅力的な国であるとしている。

（３）１９９０年以来、外国企業はハンガリーへ４５０億ユーロの投資をしている。

多国籍企業と共に、外国の中小企業もハンガリーに投資を行っている。自動車製造産

業がハンガリーでは最も大きな の受け入れ先である。ドイツからの投資が最大FDI
であり、 総額の３分の１弱を占めている。FDI
（４）ハンガリー企業による他国への投資は１９９０年以降で７０億ユーロとなって

いる。石油・ガス企業のＭＯＬ、 （電信会社 、ＯＴＰ銀行（ハンガリー最MATAV ）

大の銀行）が他国への投資の殆どを占める。ハンガリーからの投資の最大の受け入れ

先はスロヴァキア、クロアチア、及びブルガリアである。

（５）ガール次官によれば、ハンガリーのＧＤＰは１９９７年以降ＥＵ平均よりも一

貫して２～３％ポイント高い伸びを示しており、仮にＥＵ１５カ国よりも３％ポイン

ト高い伸びを継続できれば、ハンガリーはＥＵ平均とのギャップを今後２０年で埋め

ることができるとしている。

４．中央銀行法改正案

当国金融協議会構成員及び指名権限等に関する中央銀行法改正最終案が議会に提出
されたところ、最終案概要ならびに本件に関する欧州中央銀行、当国財務省、中央銀
行、ヤーライ中銀総裁のコメント、以下の通り。

（１）改正最終案

（イ）金融協議会の構成員は、現行の９名乃至は７名から、１１名乃至は９名で構成

されることになるが、一時的に１１名に増員。うち中銀総裁と総裁が指名する中銀副

総裁１名が自動的に協議会委員となり、総裁は議長を務める。協議会委員について５

名分の指名権は首相が保有、人選について首相は中銀総裁との間で協議するものの、

中銀総裁は首相の人選に対する拒否権の行使は不可。他方で残る４名分の指名権は中

銀総裁が有するが、首相は拒否権の行使が可能。

（ロ）政策金利の変更について投票を実施し協議会委員による投票が同数となった場

合において、総裁が不在の場合、同協議会の最終意志を決定する最後の一票を投ずる

副議長を新たに選出する。

（ハ）協議会委員の再任に関する規定の制定。同委員は任期満了後３年経過後に再任

可能。

（ニ）中央銀行が作成する為替取引高、金及び外国通貨準備高に関する財務大臣宛報

告頻度を週次とする。

（ホ）同協議会は協議会委員の過半数出席を定足数とする。

（ヘ）中銀総裁、副総裁ならびに金融協議会委員の資産開示。

（ト）資産開示内容に疑問があると議会（予算委員会）が判断した場合には、納税番

号や社会保障番号等の個人情報を除き内容の再調査を行うことができる

（チ）暫定措置として、現協議会委員である中銀副総裁は任期満了まで委員を務める。



（２）現行法若しくは当初改正案との相違点［ １）の各項に対応］（

（イ）中銀総裁と３名の副総裁は固定メンバーとして金融協議会に参加し金融政策担

当副総裁が同協議会副議長を務める。残る５名については中銀総裁が推薦、その後首

相が承認し最終的に大統領が任命する。首相は中銀総裁の推薦する人物を同協議会委

員として相応しくないと判断した場合、拒否権を行使することができるものの、拒否

権を行使した実績はない。

（ロ）協議会委員による投票が同数の場合は、議長である中銀総裁若しくは副総裁

（金融政策担当）が最後の一票を投じ、同協議会の態度を決定する。

（ハ）協議会委員の任期は６年、再任は可能。

（ニ）現行法規定なし、当初改正案では日次ベースでの報告を義務付けていた。

（ホ）現行法規定では、７名が定足数。

（ヘ）現行法規定、当初改正案に記載なし。

（ト）現行法規定、当初改正案に記載なし。本項目については、国会内の予算委員会

で承認済。

（チ）現行法では、３名の中銀副総裁は固定メンバーとして同協議会に参加。当初改

正案では、このうち金融政策担当副総裁以外の２名を任期途中で協議会委員から罷免

し、首相が任命する２名と入れ替えるとしていた。

（３）欧州中央銀行（ＥＣＢ）コメント

（イ）金融協議会は中央銀行の最高意志決定機関として位置付けられていることから、

豊富な経験と実績を兼ね備える３名の中銀副総裁がメンバーとして参加することは自

然の流れ。しかし、改正案ではこれら３名が同協議会委員に必ず選出されるかどうか

が不明確である。また金融政策決定を担う全てのＥＣＢ理事会メンバーがＥＣＢ一般

理事会、或いはユーロシステム（＝ に加盟していない 諸国中央銀行が参EMU EU
加する理事会）の主要施策決定委員会メンバーを兼任、中には委員長や副委員長に就

いている者もあるため、金融協議会副議長と中銀副総裁のポストを切り離すという改

正法案については説得力があるように思えない。

（ロ）ＥＵ委員会コンバージェンスレポート並びにＥＣＢコンバージェンスレポート

でも述べているが、現在施行されている中央銀行法のうち金融協議会に関するルール

は中銀の独立性確保、適切な金融政策の執行に必要なフレームワークの形成という観

点から有効なものと考えられることから、何らかの変更を行う必要性は感じない。現

行の協議会委員指名方法及び同協議会の運営方法はハンガリー中銀の独立性を政治の

影響力から遠ざけており、これはマーストリヒト条約で定められた中銀の独立性に合

致しており、また同協議会が効果的な役割を果たしているものと認識している。

（ハ）金融協議会委員のポストには空席があってもそれを直ちに埋める必要性はなく、

協議委員の就任時期と任期満了時期については時間的な違いがあって然るべきである。

協議会委員の資格は政治的なサイクルによって影響を受けてはならない。

（４）ハンガリー財務省コメント

中央銀行法改正案に関してＥＣＢより主要項目について異論が唱えられず、中でも

金融協議会委員の増員が中銀の独立性に影響を与えないとの見解が得られたことを歓

迎。また時限的措置として、金融政策担当副総裁を除く２名の中銀副総裁は任期満了

まで協議会委員を務めるべきとの当省意見を既に議会へ提示していることから、現体

制下の協議会委員は任期満了まで役割を果たすべきというＥＣＢの意見にも賛同する。



（５）ハンガリー中央銀行及びヤーライ総裁コメント

（イ）ハンガリー中央銀行

ＥＣＢコメントは現時点で施行されている金融協議会運営方法を含む中央銀行法に

ついて改正する必要がないと述べており、議会はこれを受け適切な対応、即ちこの改

正法案を可決しないであろうことを望む。

（ロ）ヤーライ総裁

議会はＥＣＢのコメント内容を受け止め改正案提出を取り下げるべき。改正法案が

議会を通過した場合でも、法律として制定されるまでの間には数多くの段階が必要で

あり、我々はあらゆる法的手段を持って阻止を試みる。制定には大統領による署名が

必要であり、その前に憲法裁判所を通過する必要がある。その前に中央銀行はルクセ

ンブルクの欧州裁判所に法的なアドバイスを求めることとなろう。それでも同法案の

取り下げに応じない場合は、欧州通貨機構（欧州中央銀行の前身、略称ＥＭＩ）のラ

ムファルジー前総裁に政府と中央銀行が揃って見解を聞き、判断を仰ぐことになろう。

意に反して全ての段階を通過した場合に限ってのみ（憲法を遵守する）良民となろう。

５．マードル大統領による中銀法改正案差し戻し

上記中央銀行法改正案は議会を通過したが、２９日、マードル大統領は同改正案へ
の署名を拒否し、同案を議会へ差し戻した。
（１）マードル大統領発言要旨

本改正案は中央銀行の独立性並びに機能を向上させるものではなく、寧ろ中央銀行

の独立性を侵害するものであり、金融政策に議会や政府の影響を与えかねない。現行

の金融協議会委員選定方法ならびに同協議会の機能は欧州中央銀行（ＥＣＢ）のコメ

ントにもあるように、独立性の確保、機能についても納得するに足るものである。同

案は協議会委員の指名に関する首相の影響力を増大させるだけでなく、４名の新協議

会委員を同時に指名することは、独立機関のメンバーは政治の影響を排除すべく、指

名時期について考慮すべきであるとしたＥＵ法の精神に反するものである。中央銀行

が唯一の金融政策決定機関であることはハンガリー憲法ならびに中央銀行法で明記さ

れているにも関らず、将来的に中央銀行側からは金融政策担当副総裁のみが同協議会

に委員として参加できるとした同案には同意できない。

（２）今後の見通し

議会は今後、修正案を作成・審議し、議会を通過したものを大統領に再提出するこ

とになるが、本件に関する経緯並びに議会の構成から見て、大幅な修正が加えられる

とは考えづらく、大統領は修正案に同意せず、憲法裁判所へ是非を問うよう指示する

ことになろう。

６．基準金利引き下げ

（１）２２日、金融協議会は、１０月１８日に引き続き、政策金利を０．５％引き下
げ、１０．０％とすることを決定した。同金利は、年初の１２．５％から段階的に２．
５％引き下げられたことになる。
（２）同協議会委員長であるヤーライ中銀総裁は、投票結果の詳細については明言を

避けたものの、利下げ決定要因としてインフレ沈下傾向が継続していること、国際的

な投資環境がハンガリーにとって有利に働いていることを挙げた。同総裁は、中央銀

行が同日に公表したインフレーションレポート（１１月号）でもインフレは２００５



年以降も低下傾向を示すと予測されたとし、インフレ低下が今後も確認されればイン

フレターゲットの金融政策ポリシーに則った金融政策を執行していくとしている。同

時に財政赤字と経常赤字の双子の赤字について触れ、厳格な経済政策の運営が今後も

課題として、政府・財務省に対する苦言とも思えるコメントを残した。

（３）ヤーライ総裁は、協議会内で、委員の見解が金利据え置きから０．７５％利下

げまで分かれていたことを挙げ、如何に活発な議論がなされ、その上で慎重な政策決

定がなされているかを表した。また、長期金利については同協議会の主管外としなが

らも、長期金利が今回の政策金利引き下げを受けて近い将来に低下すると予想される

こと、金利の低下はハンガリーの２０１０年ユーロ導入が現実的と判断する投資家に

よる行動の表れと述べた。

（４）為替市場は今回の利下げ並びに下げ幅は予想通りと判断している様子で、寧ろ

０．７５％の利下げを予想していた一部の市場参加者が、フォリントをユーロに対し

て買い戻す動きを見せ、為替のレベルは金利引き下げ発表後にややフォリント高とな

った。市場の関心は１２月の同協議会で金利の引き下げがあるのかどうかに移ってお

り、今後、公表される経済指標と金融当局者の発言に注目が集まると見られる。

７．ヤーライ中銀総裁の講演

２５日、当地外国人記者クラブコンファレンスにて、ヤーライ中央銀行総裁が「金
融政策と中央銀行の独立性」について講演した。
（１）経済状況

本年のＧＤＰ成長率は主要貿易相手国であるＥＵ諸国の景気回復を主要因に、昨年

の２．９％から４％程度へと拡大し、２００５～２００７年にかけて３％台半ばから

後半での推移を予測する。これは本年５月にＥＵ加盟を果たした他国と比較し遜色な

い成長率であると認識している。ハンガリーが今後も安定的な経済成長を遂げていく

ためには、労働市場と社会補償基金の改革が必要である。例えば、当国の失業率は直

近の数値で６％程度とＥＵ諸国と比較し低水準であることに間違いはないものの、地

域別格差が大きくブダペストやエステルゴム等とミシュコルツをはじめとする北東部

地域では失業率に２～３倍以上の開きがある。更に１５～６４歳の就業率はＥＵ２５

カ国平均の６０％台前半に対し当国は５０％台半ばと低水準である。高失業率地域は

インフラが整備されておらず海外からの投資が見込めない。従って失業保険に頼らざ

るを得ず、次の仕事が見つかるまでに相当の期間を要している。この問題を解決する

ためには、道路網をはじめとする交通手段の整備、そして労働者の水準を上げるため

に、技術力向上プログラムや英語教育等が必要と考える。

（２）財政赤字と経常赤字

本年の財政赤字はＥＳＡベースで対ＧＤＰ比５．６％程度と予測。政府予測の５．

３％との乖離は、１，０００億フォリントのＶＡＴ還付分（ＧＤＰ比０．３％相当）

を２００４年分として見込んだことによるものである。政府による２００３年の財政

赤字下方修正は、このＶＡＴ還付分を後に反映した結果によるものであり、中央銀行

では予め当該分を財政赤字に組み入れ算出した。財政赤字の削減には厳格な経済政策

の執行が不可欠であることは言うまでもない。当国の２０１０年ＥＭＵ加盟を実現さ

せるためにはＥＵ委員会へ提出したコンバージェンスプログラムに則った財政赤字の

削減が必須であるが、過去３年間財政赤字は減少しておらず、２００５年以降、毎年

０．７％の財政赤字を減少させることは容易なことではないと個人的には思う。



貿易収支の赤字をサービス収支と直接投資・証券投資の黒字で薄めるという構図が

崩れた２００２年と２００３年に経常赤字は急拡大し、２００４年以降も急激に経常

赤字が縮小するとは考えにくく、対ＧＤＰ比では７％台後半で暫く推移すると予測。

（３）金融政策

インフレ抑制が中央銀行の金融政策目標であり、厳格な金融政策の執行が内外に評

価された結果が昨今のフォリント高に繋がっていると考えている。一部にはフォリン

ト高は輸出企業を圧迫する、高金利が国債元利支払金を増加させる要因との声もある

ようだが、輸出に為替の影響が反映されるまでにはタイムラグが相当期間あること、

市場は足下の金利を必要以上に低下させれば数年後にはインフレ懸念台頭と判断し、

逆に中長期金利は上昇しイールドカーブはスティープ化するのが原則である。慎重な

金融政策の運営は当国の２０１０年ＥＭＵ加盟を裏付けするための重要な手段であり、

市場の信任を失えば２００３年に発生した混乱を招くことになろう。２００４年はＶ

ＡＴの引き上げがあったため、ターゲットを放棄せざるを得ない結果となった。２０

０５年は４％±１％、２００６年は３．５％±１％をターゲットとすることで、政府

と合意に至った。

（４）中央銀行の独立性

金融政策を決定する金融協議会の構成人数及び同協議会委員の指名権等を変更する

という中央銀行法改正案が国会を通過したことは非常に遺憾。中央銀行法はＦＩＤＥ

ＳＺが政権を担当していた時代には１回のみ改正され、しかもそれは中央銀行の独立

性を高めるための改正だった。しかし現政権下では既に４回も同法が改正されている。

同案は国会を通過したが、マードル大統領が署名するかは全く不明である。中央銀行

は欧州中央銀行や欧州裁判所に意見を求めるなどして、同案の法制化を阻止する意向

である。ハンガリーでは歴史的に同協議会委員の推薦を首相と中央銀行総裁が共同で

実施してきたが、同案はそれを根底から覆すものとなっている。最後に、４名の協議

会委員が新たに加わることになったとしても、彼らは協議会委員として、中央銀行の

政策目標であるインフレの抑制を尊重した意見・行動を求められるため、金融政策そ

のものを緩慢なものにする権利がないことを認識すべきである。

（本資料は当該月間のハンガリー紙等の報道をベースにとりまとめたものです ）。


